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イギリスの性教育制度化前史 I 

I はじめに

本稿は，イギリスl)で1994年から中等教育で義務必修化された性教育制度

の，その制度化が始まる直前に当たる1960年代の状況を整理することを目的

としている。本稿では行政文書を含む関係諸国体の関わりに焦点を置き，本

稿に続く別稿において，言説の特徴と推移に焦点を当てる予定である。

1 問題の所在

1980年代から1990年代にかけてのサッチャー M.Thatcher，メージャー J.

Majorの保守党政権下における教育改革を，例えば，リベラル派の代表的

教育行政学者である StephenBallは，反理知性anti-intellectualismと懐古

趣味nostalgiaという二つの言葉で特徴づけている。そしてここで導入され

た中央集権的なカリキュラムが，復古主義と新保守主義を新たに秩序化する

ものであるとして警戒した。 Ballは次のように言う。

「伝統的なカリキュラムを通じて伝統的な知識が教室に出現した。それらは

『今まで言われ書かれてきたことの中で最も良いこと』の保存と伝達，そして

それ自身が寄せ集めであり，編集物であり，ステレオタイプで過去の教科書そ

のものである。妥当性と現在性を執劫に避けて『遺産』と r教典』に注意を注

ぎ rつかの間の解放』に依拠する。人気があり，速効性のあるものを疑い，過

去の声，文化的政治的エリートの声で組み立てられているカリキュラム。女性

と労働者階級と植民地化された人々の過去を無視するカリキュラム。死者のカ

リキュラム。知識に対するこの華々しいアプローチの仕方が許容するのは崇敬

と弧立である。」2)

すなわち教室は過去の価値観と教師に対する畏敬が支配する場となり，子

ども達には静粛さが課され，今日的現実的な問題関心とは切り離された「過
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去」によって構成された知識を学ぶ授業が支配的になるという。そして新し

いカリキュラムと連動して導入された全国統一テストによって，子どもたち

の持てる力よりは，どれだけ知識を理解したかが測られるようになるとする。

こうして始まる新しいカリキュラムは，「文化的政治的エリートの声によっ

て構成され，女性や労働者階級や植民地の人々の過去をないがしろにするカ

リキュラム」であり，教育におけるマイノリティとされてきた子どもたちの

利益が軽視されてしまうと Ballは言うのである。

そして，これは総じて，それまで労働党政権の下でコンプリへンシプスク

ールを中心に整備されてきた教育の近代化にプレーキをかけるものであり，

ここに展開される教育は，平等原理を廃棄して「無階級classlessness」原理

を据え，子どもたちを‘分離することによって認識される共通性’と，‘選

択というイデオロギー’によって生み出される差異で合法的に分類し，子ど

もの自由は家父長制の厳格さを背景にしたものになり下がると批判する3）。

また，セクシュアリティと教育政策に触れて，代表的なフェミニスト教育

学者のひとりである MiriamDavidも同様の批判をしている。 Thatcherの

新保守主義政策はそれまで養われてきた教育的コンセンサスを崩壊させるも

ので，自由主義と民主主義に則った教育に失敗のレッテルを貼り，露骨に原

理主義的価値観を標梼する政策だとして次のように言う。

「新保守主義は教育に新しい目標を設定しようとしている。自由主義あるい

は社会民主主義的学校教育は成果をもたらさなかった。教育の機会均等は有能

な能力を最も生かせるところに配置するようなことはしなかった。社会が求め

る能力主義は期待できそうもないということだ。教育は，幸せにも，元の選抜

と社会統治におけるエリート主義に舞い戻ることになりかねない。厳格に定義

しでも柔軟に定義しでも教育機会均等は期待したものをもたらさなかったから

だ。」4)

そしてこの改革は教育の機会均等という原則から方向転換し，その先に据
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イギリスの性教育制度化前史 I 

えたのは家父長制道徳教育であるとしている。

「教育課程を使ってこれほどあからさまに家父長制的な社会組織，家族形態，

特に男女関係の価値について教えようとする試みも，義務教育の歴史では初め

ての事だと言ってよい。」5)

Davidは， Thatcherが変えたのは労働党的な政治的コンセンサスだけで

ないと言う。同様に「戦後のトーリ一党のポジションをも根底から崩したこ

とは明らかだ」6）として，それまでのイギリスの政治の流れと1980年代の不

連続を指摘する。

この種の不連続は， Butskellism7）の終駕という形でも言及される。福祉

政策の継承，経済政策への国家の関与，教育の機会均等など戦後のイギリス

を通じて両政党共に依拠していた政治的コンセンサスは， 1979年の

Thatcher政権誕生によって終鷲するという見方である。たとえ，それまで

は労働党が選挙で負けたとしてもその政治ノfラダイムは新しい政府に継承さ

れたのだが， Thatcher政権の誕生によって生じた事態は，「イギリスにと

って初めて根本的な変化を経験することであり，新しいパラダイムが

Butskellism にとって変わった」8）のだと AndrewBiggsは言う。

確かに大幅な，しかも強力にすすめられる改革は，人々に反動化に対する

不安と危慎の念を持たせたのも事実である。親の選択権をセットにした教育

の中央集権化は，地方自治体レベルでの労働党勢力の弱体化を意図していた

ことは改めて指摘するまでもなく，福祉を削減して自助努力を強調する流れ

は，教育の「民主化」に逆行し弱者に厳しい処遇を課す印象を確かに強めた。

しかし， 1980年代は予想されたような単純な反動の時代ではなかった。 20

世紀が終わりを迎える最後の10年間では，教育におけるジェンダー問題とい

えば男子の学力不振問題を指すようになるなど「皮肉」な流れになっている。

Thatcherの教育改革以後，教育におけるマイノリティであるはずの女子の

学業成績は着実に上昇し，男子のそれと逆転した後もその差は拡大じ続け
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た9）。それだけではない。 1997年，プレア T.Blairの下で政権に返り咲いた

労働党は大枠ではそれまでの保守党の改革路線を継承している。 Thatcher

をそれ以前の労働党の教育政策の切り崩しであると押さえる先に見たような

スタンスは，これらの事態を想定せずに済んでいた場所で通用したものであ

る。言うまでもなく，既にこのスタンスは見直しが迫られている。

1997年を待つまでもなく， Thatcherの不連続を強調する見方では説明の

できないできごととして， 1980年代から1990年代にかけて進んだ学校におけ

る性教育の義務必修化があった。学校における性教育は，民間のリベラIレな

組織と認識されている家族計画協会FamilyPlanning Associationを中心

にした勢力によって1970年代に整備されてくる。従ってこの活動，すなわち

学校教育における性教育の実施は1970年代から1980年代にかけて，いや今日

に至るまでも道徳的右派を中心とした保守派から強硬な批判を受ける場所に

ある。その性教育を Thatcher,Majorと続く保守党政府が同じ陣営にいる

その反対勢力を押さえてまでも義務必修化するのである。いかにすればこの

政策を前後の流れと整合的に説明することが可能であろうか。この説明を試

みることは， 1980年代を挟んだ政策の流れの再把握の作業でもある。

2 Callaghanの問題提起 Ruskin Collegeにおける演説

1979年に始まる Thatcher内閣の数々の改革は，それまでの労働党内閣の

意図に対するアンチとして具体化するわけではない。むしろその連続性に目

を向けることでこの時代の別の側面が浮かび上がる。

注目すべきは1976年のキャラハン］.Callaghan首相による演説である。

労働党の党首であったキャラハンICallaghanが， 1976年に Oxfordの

Ruskin Collegeで行った， GreatDebateのきっかけとなる演説である。経

済的な凋落が深刻となった事態を背景に，教育の再建を訴えた10）。
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「教科に関することや教育に関することは公衆の話題にするには相応しくな

い，あるいはけがれた手で触れるべきでないと思っている人たちがいます。こ

れが熟慮された対応であるとは信じがたい。労働党は常に教育の事を考えてき

ました。無償教育，コンプリへンシプ教育，成人教育。生涯に亘る教育です。

私たちの中には，御存じのように，その懸恵に与れない人もいたわけです。教

育の専門家でない人が，あるいは首相が，これらを再び問題にすることは悪い

ことではありません。（もちろん…広瀬）経済問題を解決するためにはどうした

らよいか，支出を引き締めるためには，輸出を維持するためにはどうしたらよ

いか，などなど。これらはとても大切なことでもあります。しかしあえて私は，

長期的に考えたらそれよりもっと大事なのは，将来の世代の育成をどうしたら

よいかという問題なのだと言いたいのです。私の考えの多くを負っている， R.

H. Tawneyは，労働党の教育政策の策定に携わっていた初期の頃に，私たちの

子どもたちの素質は，最も貴重なコミュニティの資源であると書いています。

私は迷わずに，この素質をどのように育成することができるかを考えたいと思

います。」

この演説の中でCallaghanは，アカデミズムと自由に重点が置かれ過ぎ

た教育制度を社会の要請に応えるように改革しなければならないと訴える。

労働党が従来においても教育政策に力を入れていたのは言うまでもない。し

かしここでCallaghanが提起しようとする教育への重点の置き方はそれま

での労働党の方針とは異なって見えた。教育の質を経済や産業への貢献度で

評価する，労働党にとってタブーであった方法に対して Callaghanは挑戦

を試みるのである。この訴えは保守陣営が批判してきた，したがって労働党

の側にあるはずの「permissiveな社会」11）を，批判的に検証しなおそうとい

うことを意味する。労働党の側に近いと考えられていた教員組織との関係を

考慮して「誤解のないように最初に申し上げますが」と前置きして，教職に

携わる人々の熱意と献身を賞賛した後で，次のように語った。 Callaghanの

念頭に置かれている，第一に取り組むべき問題である。

「しかし，産業界からは新卒者は時に仕事に必要な基本的な道具を身につけ
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ていないという不満も聞かれ，無視することができないと思っています。

大学やポリテクニツクなど最高の教育を受けた学生たちの多くが，産業界に

入る意欲ないし意志を持っていないことがずっと気掛かりでありました。彼ら

はどちらかというと学問の世界に留まるか（それはとても快適なことであるこ

とは想像できます），公務員になることを目指しています。アカデミックな勉強

よりむしろ産業界に実際に役立つように．科学教育にもう少し技術重視の傾向

が必要なのではないかと思うのです。（中略）

別の例を挙げてみましょう。聞くところによると，かなりの割合の少女たち

は在学中に科学の学習を捨ててしまうといいますがなぜなのでしょうか。そし

てまた学校を卒業した子どもたちの計算能力に関しでも無視できないものがあ

ります。様々な産業のレベルでどのように数学が必要とされているかに関して

専門的な調査はないのでしょうか。学校と産業界の関係を考えた時に，何がど

の程度不足しているのでしょうか。基本的な技術力が不足しているという問題

は，どの程度が産業界内部の力不足が原因であって教育にはどの程度の責任が

あるのでしょうか。大学やポリテクニツクで，人文系は満員なのに科学と工学

にはどうして昨年は30000人も空きが出たのでしょうか。」

すなわち，課題はまずは有能な信頼するに足る労働力，積極的な姿勢をも

っ人材を学校教育を通じて育てることとして言われる。産業界の要求を考慮

して，経済の凋落に人材育成の面から対処しなければならないということで

あった。それまでの教育がそれに応えていないという認識がここにはある。

「誤解のないように最初に申し上げますが」という前置きは，この問題提起

は同時にそれまで教育に携わってきた教員の仕事に対する批判にもなるから

だ。学校教育の世界で支配的であった，子どもの興味を中心に置く方法や自

由主義的な学校教育の運営と実践は，労働党の教育政策の方向でもあった。

これにストップをかけ，見直しを求めた。

「この（教育の…広瀬）領域で排他的な考え方を持っている人はいないと思

っています。人々の関心は高しそれに応えなければなりません。制度的に対

応できるのです。年に600万ポンドを教育に支出しており，それについて議論の

余地があります。しかし，理性的に考えましょう。もしもすべてが『教育の自
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由対国家統制』という対抗図式に媛小化されて語られるなら，われわれの力を

賭す場所はどこにもなくなってしまいます。親，教師，有識者団体，高等教育

代表者，産業界の労使，そして政府も，それぞれが教育とその水準に関して何

が必要なのかを考えていくのに重要な役割を持っていることを再度強調したい

のです。」

今までのような「教育の自由対国家統制」という枠で教育を考えるのは止

めよう，そう伏線を敷いた。親，教師，有識者団体，高等教育代表者，産業

界の労使，そして政府という教育の関係者が，立場においても言説において

も今までの対立関係を前提にするのでなく教育に関わることを提案する。

しかし，誤解しではならない。これは産業界という外圧的批判に教育が屈

するということを意味するわけではない。学校教育に寄せられた批判は，労

働市場で有能な労働力であるか否かで測るのでなくても，多くの子どもたち

が学校を終える時点で十分に基礎学力を身につけておらず，肯定的な自己認

識を得ていないという指摘でもあるからだ。これは教育内部にあっても無視

できない問題であった。だからこそ， Callaghanのこのスピーチは広く影響

力を持ったのである。そのような教育の現状に対する批判を正面に据え，し

かし教員との不要な対立を回避するために，彼はこう訴える。

「（現在の教育に…広瀬）批判的な発言をする人たちに言いたい。教育の専門

家たちをわれわれの側につけるべきだということを。彼らは経験豊富であり，

専門的にアプローチすることができます。教師たちに私は言いたい。親や産業

界の要望と子どもたちのニーズのために皆さんがしている仕事は，彼らに満足

してもらえるものでなければならないと。人々の支持を得られない専門家はゆ

くゆくは行き詰まるものであるということを。」

Callaghanの問題提起が明らかにしたのは，当時指摘されていた様々な社

会問題が，政治的対抗関係の相E批判用に色分けされた材料に簡単に二分で

きるものではないということである。保守派の独占用語の観があった per・
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missi venessという言葉がターゲットとした，自由主義の産物であるとされ

た各種社会問題は，必ずしも労働党に親和する側にあったわげではなかった。

3 Callaghanの問題提起の意味

保革の対抗図式をはみだす Callaghanの主張は，当時は保革両陣営から

180度の方向転換と評された。保守派の代表的なイデオローグ母体である

Hillgate Groupは， BlackPaper 1977の中で， CallaghanのRuskinCollege 

での演説は自分達のかねてからの主張をそっくり繰り返すものであるとして

労働党の「豹変」ぶりを郷撤した。

「1969年の 4月，当時の教育科学大臣であった Shortは，（HillgateGroup 

による…広瀬） Black Paperの出版は100年に亘る教育の歴史の中で最も暗い時

期の一つであったと述べた。彼は，我々のインフォーマル教育に対する批判を

r無秩序な屑』であると評した。 1976年の10月，首相である Callaghanは，今

まででもやろうと思えばいつでもやれたことだが，我々の服を盗もうとした。

彼は我々が主張してきたことをくり返した。金が無駄遣いされている，水準は

低すぎる，子どもたちは基礎的な読み書き能力と計算能力を与えられていない。

タイムズ教育版 TheTimes Educational Su伸l仰 ientは，Callaghanの演説につい

て rかれは BlackPaperのマントをまとった』と奮いた。」12)

同様にリベラル派の著名な社会学者である StuartHallも保守党が政権を

取ることなしに自分達のテリトリーを並大しえたと，との時期の労働党の動

きを皮肉を込めて評した13）。

しかしここで押さえるべきことは 2つある。一つは Callaghanの演説は

政権党である労働党党首の演説であったということ，すなわち改革の必要は

労働党の方針として提起されたこと，二つはそれゆえ Callaghanから

Thatcherへの水面下での連続がここに読めるということである。労働党が

自らの課題として取り組む必要を痛感していた問題への形ある解答の一つが，
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後の保守政権の諸策なのである。 Thatcherから Majorに至る保守党政府の

諸策が，実はそれに先行する労働党の認識ビジョンと通底していることを見

落としてはならない。 permissivenessという言葉が表現している1960年代

のある面に対しては労働党も同様にそこに苧む問題を認識せざるを得なかっ

たということ，そのことをここでは確認したいと思う。性教育政策は実はそ

れを表す典型例なのである。

II 1960年代の性教育に関する中央，地方政府の動き

イギリスで性教育が制度化される直接の出発点を，広瀬は1970年代の，具

体的には家族計画協会FamilyPlanning Associationが性教育に参入する

1974年に置いている。それ以後の事態の推移は今までの一連の論稿14）で明

らかにしてきたが，付け加えて，それに先行する時期の状況と言説の概要を

本稿とそれに続く別稿で整理しておくことにする。本稿では主として性教育

に関与した中央および地方における政策と諸国体の活動を整理し，別稿にお

いてはそこにおける言説の推移を整理する。後の義務化に際して言及される

諸要素や関与する勢力の基本は多くはこの時期には登場してきている。

当時の状況を歴史的に押さえた先行研究として， SueBurkeによるもの

がある。 1969年11月にチュニジアにおいて開催された国際家族計画連盟

International Planned Parenthood Federationのワーキンググループで報

告されたペーパーである。当時のイギリスにおける性教育の概要が整理さ

れている。このペー パ ーは後1974年に，‘SexEducation in the United 

Kingdom，として 活字になっている15）。また， JanetNewmanが， Open

Universityに提出した博士論文 ‘SexEducation and Social Change: Per-

spectives on the 1960s'l6lもこの時期を扱っている。 Newmanなりの観点か

ら1960年代から1980年代にいたる性教育とその周辺の性をめぐる言説の変遷

を整理したものである。同論文は公刊されていない。また，性教育をめ ぐる
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言説分析に焦点を当てた同様の先行研究として， Geoffrey P. Wallisが

London Institute of Educationに提出した修士論文（1984年提出） ‘Some 

Ideological Issues in Sex Education in Post-War Britain，がある。同論文

も公刊されていない。

本稿では，基本的にこの 3本の先行研究を整理することを中心に， 1960年

代の制度化前史を確認する方法を採る。文中特に注釈がない場合の引用は，

これら先行研究，特に SueBurkeに負う。

1960年代は確かに permissivenessを特徴とする時代であった。とはいえ，

社会全体を見渡した場合には，性に関する言説の基本的なトーンは家族をそ

して婚姻をベースとしたものである。性教育の実践にあってもそれは同様で，

この時期の性教育に関与した人々，組織団体等は必ずしも性に関して極端に

自由主義的であったり，ラディカJレな方針を持っていたわけではない。しか

しながら性を話題にする場合の宗教的道徳的な関心の持ち方は弱まり，そう

いう意味では語り口がオープンになってくる。同時に性に関して科学的，事

実に基づいたアプローチが推奨されるようになる。この側面の強調は，どこ

までが許容されるかというその範囲と程度については常に議論の対象にはな

るものの，一気に性に関する言説を公的な領域で広める原動力になっていく。

‘豊かで満足のいく恋愛関係における性二 ‘夫婦関係を想定した恋愛と性の

自由’の承認が社会的なコンセンサスを得はじめる段階である。本稿では主

としてこれら，関係者の関心のあり所を確認する作業となる。

しかしこの段階の言説は，後にラデイカルな陣営からは，旧態依然とした

「異性愛主義」に基づくビジョンであるとして，その保守性が指摘される部

分でもある。したがって性教育言説に限定すればpermissivenessという言

葉が批判的に指し示す文字どおりの自由主義的なそれがこの時期に見られる

わけではない。これら言説の推移に関しては他稿を期す予定である。

とはいえこの科学路線，恋愛のスキルアップ路線は公的言説としては1960

年代の段階ではその進歩性を見なければならない。ただ，異性愛関係の領域
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に限定したとしても現実社会の変化の速度はそれを上回っており，その変化

の部分に関しては性教育は事態を後追いする形になる。例えば結婚や性関係

の低年齢化が進み，また望まない妊娠の増加も始まる。生殖，結婚のみを前

提として’性を発想する性教育ではこれらの現実をカバーしきれなくなってい

くのである。家族計画としてでなく避妊指導を導入するか否かが性教育の課

題として避けられなくなるのは時間の問題であった。しかしまだ1960年代は

積極的にその実施を前提に実践を展開しているわけではない。

この，結婚制度を前提にした人間関係教育としての性教育言説と社会の実

態のギャップは，その後1960年代から1970年代にかけて性教育に対してその

保守性を批判する論調の一部として顕在化してくる。しかしこのラデイカル

な立場からの性教育批判は，後の性教育の制度化過程においてはあまり登場

しない。むしろ逆に論争の場に登場するのはその「左翼的」な言説と実践を

批判する，極右の言説の方であった。それはとりもなおさず， 1970年代以降

は，例えば避妊指導を前提とする類いの言ってみればリベラルな性教育が実

践の場で主流となってくることと無関係ではない。

以下， 1960年代当時性教育事業に関与していた諸勢力，諸組織とそれらの

活動を整理する。

1 中央レベルの政策提言

1950年代から1960年代にかけて，政府関係部局は学校における性教育に関

して幾つかの提言を行っている。

(1) 教育省 Ministryof Education r健康教育 HealthEducation」

教育省 Ministryof Education （保守党Eden内閣）が1956年に性教育に

触れたパンフレツトを作成した。『健康教育HealthEducationJ 11）と題する

もので，子どもの安定した健全な生育環境の重要性に触れて，「人間の生殖
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の過程と性と性行動の性格，そして人口についての基本知識をよりよく知る

こと」が人々の性に関わる生活を「理性的」にする上で必要であるとしてい

る。

(2) The Crowther Report 

risから1815to 18』18）と題された報告書， TheCrowther Reportが1959

年に政府（保守党Macmillan内閣）に提出される。産業社会の変化を背景

にして15歳から18歳までの青少年の学校教育をどうしたらよいかを，カリキ

ュラムに焦点を当てて検討した報告書である。その中で特に，学業成績があ

まり良くない女子の教育について考える必要があることを強調している。彼

女たちにとっては「結婚が人生の大きな部分を占める」が，結婚年齢が低年

齢化している状況にかんがみて，そのような生徒たちに十分な教育を保障す

ることを考える必要があるということである。「将来に亘って家族を維持す

るためには今までにない大規模なスケールで学校教育に力を注ぐことが必要

である」として，結婚に関連させるだけでなく性倫理についても学校で扱う

ように提言している。また就学年限を16才まで延長する案も提示しており，

この延長部分で性に関する実生活に直結する問題を扱うのがよいとしている。

(3）結婚と離婚に関する王立鯛査委員会RoyalCommission on Marriage 

and Divorce 

1956年，結婚と離婚に関する王立調査委員会RoyalCommission on Mar-

riage and Divorceは，子どもたちの将来を考えた場合に，教育制度の中で

結婚や家族生活を扱うような部分が必要であると説いた。委員会はこの領域

で優れた教育活動をしている民間団体に政府補助金を出すことをも提案して

いる。
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(4) The Albermarle Report 

1960年に出された TheAlbermarle Report 「イングランドとウエールズ

におけるユースサービス TheYouth Se仰 icein England and Wales」19）は，

以下の諸点を指摘している。まず，社会の様々な要素が変化している中で若

者のニーズに合ったユースサービスにしなければならないこと。変化として

は例えば，早熟化，体力の向上，女性の生き方のパターンの変化，少年犯罪

の増加，住居基準教育水準の上昇，福祉施設の改善，富裕化increasing

affluence，より良い教育（が受けられるようになったこと，あるいは，を

受けるようになったこと…広瀬），期待度の向上，雇用問題，階層の流動化，

価値観の対立，マスメディアの影響，核兵器の開発などがあること。ユース

サービスでは，フルタイム，パートタイムのユースリーダーの養成を通じて

これらに対応できるように充実させること。リーダー養成研修にあたって必

要な学習は，青年期の心理，青年期の身体的ニーズ，マスメディアやコミュ

ニケーションの意味の近代的変化を含めた近代社会の文化形態の変化，仕事，

家庭，セックス，宗教における青年の価値などである。

(5) The Newsom Report 

1963年には『我々の未来半分助ifour Future』20）と題された報告書The

Newsom Reportが教育省Ministryof Education （保守党内閣）に提出さ

れる。 TheCrowther Reportよりは低年齢層の13歳から16歳の，学力が平

均学業に満たない生徒について論じている。各種提言がなされているが，性

教育関連としては，「他人に対する責任ある態度と道徳的態度の基準を内面

化させる必要」を言い，この年齢では性の衝動は無視することのできない中

心的問題であるとして，子どもたちに性に関してどのように行動したらよい

のかについての指針を示すことが極めて重要だとしている。指針制作に当た

っては生物学的，道徳的，社会的，個人的観点が必要であるとする。また，

学校における性教育の授業計画をたてる際には，親との連絡を密にして，子

343 



供の心身に関する事柄についてどのような対応をしたらよいのかを親に対し

でもアドバイスしながら行う必要があるとしている。また性教育の領域での

宗教教育の役割は，子どもたちに「性道徳，結婚前の貞操，貞節」について

教えることであるとする。性教育は誰が担当するのが良いかについては既婚

の教員を挙げている。諸々の問題を扱いやすいというのが理由である。また，

性教育を広くとらえた場合には男女が共に学ぶ環境を整備することもよい学

習機会の提供になるともしている。

(6) The Plowdon Report 

1967年に政府（労働党Wilson内閣）に提出された ThePlowdon Report 

r子どもと子どもが通う小学校 Childrenand their Primaη1 SchoolsJ2l>は，

更に低い年齢層を対象にしている。また上記二つの報告書よりは性教育に関

して詳細な検討を行っている。同報告書は，性教育は基本的には親の責任で

あるとはしながらも，その責任を果たしたがらない親が多いのが現状で，従

って学校が親の意向を尊重しながら性教育に関してきちんとした指針を策定

することも必要であるとする。授業については，例えば，生殖については生

物学的な側面からきちんと説明すべきであり，生殖と排世との混同しがちな

点に関しては早い時期から対応することで対処できること，授業で使う用語

は「科学的な正しい用語」を使うようにすること，子どもからの質問にはす

べて正直に答えること，そして同時に性教育の倫理的観点を蔑ろにしてはな

らないことなどが注意点としてあげられている。性に不健康な関心を示す子

どもはそれほど多くはないので，正直な質問に対しでも邪険に対応するべき

ではないともしている。このような性教育を担当するのは誰が適切かについ

ては，子どもと日々接している教師が適任であるとしている。ただ，「中に

はこの領域をやりにくいと言う教師もいることを忘れてはならない」と付け

加えている。教員養成については教員が性教育を担当することも想定しなけ

ればならないと，養成方法を検討し直すべきことにも言及している。
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(7) The Cohon Report 

スコットランド健康事業委員会ScottishHealth Services Councilが1964

年に作成した健康教育に関する報告書 TheCohon Rゅorf22lは，「最も必要で

ある教育をもっと導入する必要」を言い，例として性教育を挙げている。学

校教育の正規のカリキュラムに健康教育を入れ，そこで知識を与えるかたち

の授業を目指すべきとする。つまり，子どもが将来，社会的諸問題，健康上

の諸問題に対処できるような方向で教育内容を整え，具体的には両性聞の関

係というものはどういうものであるのか，青年期，成人期の社会的，健康上

の問題にはどのようなものがあるのかなどを教えるとする。性教育を推進す

るに当たっては行政機関が連係することも必要であると言い，まずは教育省

Minister of Educationに同報告書の内容の理解を求め，地方教育当局 Local

Education Authoritiesと公共健康局 PublicHealth Departments，そして

健康教育に関する中央政府の関連部局間の協力体制を整備することを提案し

ている。人材育成についても言及しており，例えば教員養成に関しては性教

育を担当するには一般の教員資格だけでは不十分だとして，健康教育のため

－の特別研修制度を政府の事業として整備するべきとしている。また，医師，

看護婦に対しでも健康教育研修を充実させ，地方教育当局，校長，医師，訪

問健康指導員 Healthvisitor，学校査察官Theinspector of the schoolの

相E支援体制を整えてその成果が十分生かされるようにするべきとする。

(8) The Latey Report 

「マジョリティの時代 TheAge of Majorぜか」23）と題する TheLatey Re-

portが1967年に政府（労働党Wilson内閣）に提出される。ここでは結婚の

最低年齢，性交関与年齢を16歳のままにすることや，親の承諾を必要としな

い結婚可能年齢を18歳に引き下げる事などが提案されている。「結婚のため

の教育」という章では，結婚年齢が早まっている昨今にあっては取り分け

「在学中に人間関係について十分学ぶことは最低限必要なことである」とし
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ている。「近代的な家族生活を営むための技術的，感情的，道徳的問題」に

ついて男子も女子ももっと学ぶ必要があることを強調する。そして The

Crowther Reportが卒業後の 1年間の特別授業を提案していたことに触れ，

これを単なる特別参加授業にするのではなく通常のカリキュラムとして組み

込めばこの種の教育に対応できると提案している。また全国結婚ガイダンス

協会 NationalMarriage Guidance Councilやカトリック結婚助言者委員会

Catholic Marriage Advisory Councilのような団体に公的資金援助を行い，

活動の拡大を支援することの重要性は高いとしている。

2 各地の性教育政策

国際家族計画連盟International Planned Parenthood Federationから

EnglandとWalesの全教育長ChiefEducation Officersへアンケート調査

が行われ24），地方自治体レベルの性教育行政の概要がまとめられている。

それによると，全般的な特徴として次の 3点があげられている。

1.学校の性教育は道徳教育の中で行うように指導する傾向。

2.性教育は通常時間割りの中で行うこと，また地域の健康部局 Health

Departmentや結婚ガイダンス協会theMarriage Guidance Councilの

訪問指導を受けるように指導する傾向。

3.性教育を主導するのは地方健康当局 LocalAuthority Health Depart-

mentで，この教育のために別途健康教育官を雇っている場合もある。

幾つかの実践例を以下にあげる。

(1) グロスタシャー Gloucestershire

グロスタシャーでは，教育担当官EducationOfficer主導の下に1969年に

グロスタシャー家族生活協会GloucestershireAssociation of Family Life 

という独自の組織を立ち上げて性教育運営に当たっている。同協会は，地方
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教育当局，学校，民間団体の共同運営の形態をとっている。同協会は「男女

交際の在り方」，「幸福な生活形成に関しての方策」を主要な検討課題に据え

ている。取り組まれている事業は教員養成と，地域内の学校や青少年団体か

ら選ばれた青少年を育成するユースリーダー養成である。この事業のために

特別に職員を配し，子どもの教育，とりわけ人間関係や家族についての教育

の専門家と協力しながら活動に当たっている。

同協会は中等教育（11歳から15歳）を 3段階にわけでカリキュラムを組ん

でいる。その第一段階は中等教育の 1年目で行う事を想定し，人間の生殖の

生理学的側面を扱いながら「生命の驚異と家族の重要性」を伝える事を狙っ

ている。

当時既に地域内の多くの学校でこの種の教育が行われていることが独自の

調査によって明らかになったため，それらの実践の効果をあげるために同協

会は新たに担当教員を対象にした年次大会の開催を決めた。

また，子どもたちが早熟化しているので中等教育用に設定していた第一段

階の教育内容を初等学校の最終年に移す案も検討されている。協会としては

小学校の女子が月経や衛生について訪問健康指導員から教わることは可能で

あるとしているが，人間関係に関わる部分は内容的に成人段階を視野に入れ

た第一歩でもあるのでやはり中等教育に入ってからにすべきであるとしてい

る。協会案の第2, 3段階は成長，成熟過程にお砂る身体的道徳的側面を扱

うもので， 14歳以上の子どもを対象に構想されている。

グロスタシャーでは性教育担当教員になるためには厳しい選考が課される。

グループディスカッション，公開研究会，精神科医と校長による個人面接な

どを含む24時間の選披プログラムが義務づけられ，その結果問題なしと判断

されると 3日間の養成コースに参加して，子どもの発達，コミュニケーショ

ン技術，教師生徒関係，教育方法について学び，このコース終了後にはじめ

て授業担当が可能となる。選抜プログラムの選考結果には，合格以外に，再

受験要請，受験断念勧告がある。
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同様の形式で青年のワーカー養成とグループリーダー養成を行っている。

養成プロセスは教員の場合と同様である。まず様々な領域から集まった候補

者の中から，まる 1日の選按プログラムを経て適任者が選ばれる。選ばれた

者はク．ループディスカッションや人間の発達と行動，家族関係，地域の責任

についての研修を受ける。それら終了後，各種の講習会や講演会を行う資格

を与えられ，要請されれば， PT Aや教会，ユースクラブ，結婚していない

母親の家庭などへ出向く。中には青少年に匿名の助言をする YouthAdvi-

sory Serviceを運営している者もいる。

(2) ウィルツシャ－ Wiltshire 

ウィルツシャー Wiltshire地方教育当局でも， 1963年に類似の性教育事業

を始めている。それぞれの学校は性教育を開始するにあたって，生徒の親に

対して授業の詳細について説明することにした。新しく子どもたちが入学し

てきた時にも，その親に対し説明する。また校長には経営的な役割が期待さ

れ，この領域で活動してきている校医や訪問健康指導員と協力関係をつくり，

無償で協力が得られるようにスムーズなシステム作りをすることが重要とな

っている。

(3) ロンドン，クロイドン地区 LondonBorough of Croydon 

ロンドンのクロイドン地区では，地区公共健康局の健康教育部theHealth 

Education Section of the Public Health Department of the Boroughが中

心となって性教育を行っている。健康局 HealthDepartmentは研修を受け

た担当者を 3, 4人雇用し，初等，中等の両学校での健康教育を担当させて

おり，性教育はその中で行われている。初等教育では授業のやり方は定型化

されていて， 8歳から11歳までの子どもを対象に親の協力も得ながら進めて

いる。 2日間の夜間教室もある。第一日目は親のみを対象にして，学校で行

われている授業についての説明，子どもの成長過程での諸問題についての話
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し合いを行う。映画やその他の教材も紹介される。第二日目は親子一緒に，

授業ではどのようなことを教わっているか話し合ったり，それ以後も家族で

気軽に話し合えるような雰囲気作りをする。

初等学校の場合，健康教育や性教育の授業は，自然学習とタイアップしな

がら行われることが多い。それは健康局 Health Departmentからの指導員

が行う場合も，通常の教師が行う場合もある。性教育の内容としては，人間

も含めたあらゆる動物の家族に関すること，親としての世話，生まれてくる

赤ちゃんのこと，出産子育て，子どもの成長などが想定されている。初等学

校にも社会科が導入されれば，家族生活という観点からの性教育をそこに置

くことができると考え，ロンドンの公共健康局CroydonPublic Health De-

partmentは健康教育計画として1970年中にこの社会科導入を試行すること

にした。

中等教育に関してはまだ確定したプランはないが，各学校の要請に応じて，

健康教育担当者を補助員として派遣し，特別授業，映画やスライドの上映な

どを行い，子どもたちに考える材料の提供をしている。

文この事業の一環として教師など関係者の参考に供するために各種授業案

の作成も行っている。例えば，感染症，成長と発達，成人になるための準備，

家族など，あるいはそれらに隣接する領域が用意されている。

(4) オックスフォード市 Cityof Oxford 

オックスフォード市の地方教育当局は，健康教育アドバイザー Health

education adviserを採用し，人間関係教育に関する文書作成，教師への指

針作りに当たっている。具体的には授業でのディスカッションテーマ案，フ

ィルム，文献その他の教材リストなどの作成などをしている。また初等学校

用のモデル授業も 6つ用意されており，その中では生殖に関する男女の生理，

受精，妊娠，出産，思春期についての基本的知識が扱われている。授業の導

入段階でどのような用語を使うのが良いかを考える上でもこれらの授業案は
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参考になるという。これらの文書，情報は区域内の学校に配付されて教師の

参考に供されている。

(5）パーミンガム市Cityof Birmingham 

パーミンガム市地方教育当局に設置された委員会は，教員組織，地域の公

共健康局PublicHealth Department，地域の学校健康事業SchoolHealth 

Serviceからの代表を組織し，各種調査検討を行った。その結果が1967年に

「学校における性教育」と題してまとめられ，パーミンガム地区の各学校に

配付された。子どもたちの年齢に応じ，また興味や能力に応じ，どのような

性教育を行ったらよいかということや，また，教員やカウンセラーの研修が

重要であるという指摘，カウンセラーは中等教育が数校集まってグループを

つくりそれを単位にして採用するのがよいといったアイディアも提示されて

いる。管轄内の各学区ごとに校長，担当教員による会議を組織して，より組

織的な性教育へのアプローチ，より明確な方法でのアプローチの確立を提案

しているが，同時に性教育は義務ではないことと，参加を希望しない教員は

外れることができるよ，うにするべきことも付け加えている。この報告書を受

けて，現職教員のための研修がパーミンガム市の教育大学Cityof Birming-

ham College of Educationで実施されている。研修参加者は勤務校の校長

推薦で，研修は12日間，まず3日間の導入研修の後，週に 1日という形で続

く。

(6) ニューカッソルオンタイン市Cityof Newcastle-on・Tyne

ニューカツソルオンタイン市の教育委員会Cityof Newcastle-on・Tyne

Education Committeeでは独自のカリキュラム研究班を雇用し，市内の学

校で使用する健康教育のシラパス作成に当たっている。同研究班は1968年に

報告書を出し，次のような方針を示している。初等学校レベルでは，基本的

には親の責任で「人生の真実」について教える事が基本であるが，親の承認
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を得て学校で教えることもできるとしている。授業が扱うべきは，親として

の世話，家族，生まれてくる赤ちゃん，妊娠，出産などで，生理学的な知識

を教え，命がどのように繋がっているかを理解させるとする。また昨今は道

徳観が変化してきているので，性教育のやり方を中等教育では変える必要が

あり，現実的な人間関係と関連させるような方向が必要であるとする。また

議論を重ねた結果，婚外子の増加とショットガン結婚の増加，性感染症の増

加を考慮すると，新しく避妊を授業内容に入れることは避けられないという

結論に達したとしている。

しかし，同時に報告書は，「婚前セックスに耽ること」も成人の選択の一

つであり説教的な授業になってはならないのだが，青少年に「ガンに飛びつ

かない（早まった行動をしない…広瀬）」ように説得することはしなければな

らないとしている。カリキュラム研究班としては，性教育が性の実験に繋が

るというようことはないという立場に立つ。性教育の授業はできれば週に一

時間は時間割りに組み込んで，どの子どももこの種の授業を受けないまま中

等教育を終えるようなことがないようにすべきだとしている。

(7) ランカシャー Lancashire

ランカシャー Lancashireでの試みは1966年に報告されている。ランカシ

ャーでは健康医療補助官AssistantMedical Officer of Healthと地方教育

当局の代表者が共同で調査を行った。子どもに性について教えるのは親が最

善であるという前提に立ちながらも，学校教育の中に性教育を導入するかど

うかという問題をどのように考えたら良いのか，その判断材料を得るための

調査である。様々なタイプの学校で親と接触を図った。各種の小学校と中等

学校で親と夜の連続ミーティングをもった。そこでは性教育の教材用に用意

されたフィルムを多数紹介したが，その結果，これらのフィルムを再度子ど

もと一緒に見ることが必要であるということになった。そうすることによっ

て親は子どもと話す場合の言葉遣いの問題や知識不足を克服できると思われ
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たからである。親の中には，こういう会合に参加することによって，より気

楽に子どもと性について語ることができるようになり役立つたという感想が

多かった。また次のようなことも見られ，興味深かったとされている。クラ

フトクラプに来ていた幼児づれの親と持った一連の会合でのことである。こ

れらの会合では典型的な家族をモデルにした映像と録音が題材に使われて，

どのようにしたら性に関する情報を簡単に自然な形で子どもに伝えることが

できるか話し合われた。このプログラムが全計画の中で最も重要度が高いと

感じられたという。

3 性教育に関する民間組織の活動

行政以外の活動としては，後に制度化過程で中心的な役割を担う家族計画

協会が代表的であるが，同協会の性教育とのかかわりは別稿25）で触れてい

るのでここではそれ以外の諸団体について触れる。

( 1) 女性校長会Associationof Headmistresses 

女性校長会Associationof Headmistressesは1968年に「雌ガチョウのソ

ース Saucefor the Goose」26）と題する報告書を出した。「性に関する自己認

識が強まる時代」に，そして産児制限の技術が効果を高めつつあり同時に従

前の道徳基準が弱まりつつある昨今の状況を考えた時に，女子校ではそれら

にどのような姿勢で臨んできたのか，あるいはどのように臨むべきか再度考

えるべきだと問題を投げかけている。もちろん女子だけでなく男女双方にと

ってこの問題に取り組むことの重要性を言う。また，性行動が女子にもたら

す結果をあまりに強調し過ぎると，女子の方に不当な責任を負わせることに

もなりかねないとして注意を促している。性教育を担当する教員に関しては，

子育てのために－.§.退職したあとに復帰した既婚女性教員が相応しいとして

いる。
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(2) 王立医科大学 RoyalCollege of Practitioners 

王立医科大学 RoyalCollege of Practitionersは1967年9月に「青年期と

その問題Adolescenceand its Problems」と題するシンポジウムを主催し

ている。「青年と家族計画Adolescentsand Family Planning」という分科

会で講演者の DrFaith Spicerは，婚前の性行為の増加と婚外の妊娠の増加

の原因に言及し，「避妊は実行しないが助けを求める」一般的傾向を指摘し

ている。そしてこのような状況が若者の聞で支配的である状況では，性教育

が果たすべき役割は大きいとしてその重要性を強調した。身体に関する知識

を学ぶだけでなく，親，親戚など周囲の人々から「愛情やセクシュアリティ

の葛藤」全体について学ぶことも大事な部分であるとする。性教育がうまく

いくかどうかは，指導に当たる大人の側が十分なトレーニングを積んで子ど

も達と効果的な話し合いができるかどうかにかかっているとする。学校とし

ては親による教育はどのようなものでもサポートするべきで，子どもに対し

ては彼らが他の人に対して自分の感情をうまく表現できるように援助し，必

要ならば個別のカウンセリングの時間も用意することが必要であるとしてい

る。

(3) 王立助産婦大学 RoyalCollege of Midwives 

王立助産婦大学 RoyalCollege of Midwivesは1967年に，親になるため

の準備をテーマにしたシンポジウムを開催した。若者が将来親としての役割

を十分担えるために，助産婦は何ができるのか話し合われた。開会にあたっ

て同大学学長である SirJohn Peelは，親になることの楽しみと期待そして

国民に対する責任を，思春期を迎えようとする若者に伝えていかなければな

らないと述べている。

(4) クウェイカー教徒

クウェイカー教徒は1963年に「性に対するクウェイカー的見方について
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Towards a Quaker View of Sex」と題する文章を出している。性に関して

問題を抱えている様々な立場の人に役立ててもらいたいというのがこの文書

のねらいである。性に関しては社会の変化が激しし一体どのような問題に

直面しているのかよく見極める必要があるとしている。キリスト教会の道徳

問題に対するアプローチの仕方を「より深くより創造的建設的なもの」に変

えなければならないとして，性に関して柔軟な対応を求めている。

(5) イギリス国教会

イギリス国教会の教育委員会Churchof England Board of Educationは

1964年に「学校における性教育SexEducation in Schools」というノ守ンフ

レツトを出している。同教会には各地の地方教育当局や個々の学校から（300

に上るといわれる…広瀬）性教育に関する問い合わせや意見が寄せられてお

り，このパンフレットにはそれらに答える意味もある。この中で同教会の教

育委員会Churchof England Board of Educationは，親が子どもに対して

性教育をしたがらない昨今にあっては学校に性教育を期待したいとしている

が，その際にはあくまでも親と十分連絡をとり，また学校まかせにならない

ように親も子どもの性教育に参与するするような方向ですすめなければなら

ないとしている。また，注意点として性に関わる身体的側面も結婚や家族生

活，社会の在り方との関連の中で扱われるべきこと，道徳教育は権威主義的

であってはならず，とはいえ子どもが道徳的な判断ができるようにするよう

な方向でやらなければならいこと，宗教道徳と性道徳の関係が強調され過ぎ

ではならないこと，しかしながら性教育においては須く子どもの安全を無視

しではならないことが挙げられている。同委員会の他に，青年部Youth

Councilや児童部Children’sCouncilなどの関連部局もそれぞれの領域で活

動を進めている。青年部はもっぱら性教育に関する管区の計画立案に関与し，

児童部は教育方法や教材の相談業務を行っている。

また，イギリス国教会の社会責任委員会 Boardof Social Responsibility 
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の内部委員会である道徳社会福祉管区委員会 Committeeof Diocesan 

Moral and Social Welfareが地域の16の道徳福祉委員会Moral welfare 

councilsと連絡をとりあって性教育に関与している。道徳福祉委員会は健康

局 Health Departmentsや結婚ガイダンス協会Marriage Guidance 

Councils，あるいはソーシャルワーカーと協力関係を築きながら人間関係に

関する教育に携わっている組織である。

(6) カトリック結婚助言者委員会CatholicMarriage Advisor Council 

カトリック結婚助言者委員会CatholicMarriage Advisor Council は，イ

ギリス Britain内に70のセンターを持ち，結婚相談，医療相談，教育相談を

行っている。教育事業の中には学校と提携して行っている子ども向けの「家

族生活教育」もある。子ども向けだけでなく親や教師用のコースも用意され

ている。子ども用コースの内容は男性らしさ女性らしさについて，「人生の

職業としての結婚」についてなどである。

親との協力関係にはかなり重点をおいており，組織の整備と優れた計画が

必要とされている。また，学校用の補助教材を提供したり，親側のニーズや

問題を整理して文書にするなど関係者の便宜を図っている。また親を対象に

した教室は 2回セットで開催され， 1回目は子どもが「家族生活教育」を受

ける前に， 2回目はその授業を受け終わる時にフォローアップを目的として

聞かれる。この教室運営は基本的にはグループディスカッション形式を中心

とし，そこでは学校の授業の意義，全体計画の中での親の役割，子どもの反

応などについて，親，教師，そして委員会の代表者がテーマに即して意見交

換をする。

(7) 出産全国連合会 NationalChildbirth Trust 

出産全国連合会 NationalChildbirth Trustは，出産にまつわる恐怖を取

り去ることを目的としている組織である。家族生活を充足したものとして営
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む上で，出産を幸福に繋がる経験にすることは非常に重要なことで，そのた

めには出産の恐怖を取り去ることが不可欠であるとする。そのためには学校

の性教育で生殖に対する健康的な見方を育成することが大事であって，出産

に関する身体的感情的な側面を理解する事は男女共に必要だと主張する。同

連合会の出産準備教室では，呼吸法やリラックス法だけでなく，女性を対象

に自分自身が通常の生活の中で体験する身体的な事柄を認識するための言葉

を習得することなども内容としている。家庭で行う性教育が理想、だとされな

がらも，なかなか実行されないのはこの言葉の難しきも関わる。従って親が

言語を習得できれば家庭内から性教育を始めるという「理想」を現実化する

ことができるとしている。また授業をする上での問題点に関しては性教育担

当教師と連絡を取り合い，それらの教師を支援するために，教育方法などの

勉強会が催されている。

(8）全国結婚ガイダンス協会NationalMarriage Guidance Council 

全国結婚ガイダンス協会NationalMarriage Guidance Council は，家庭

生活教育，性教育に深く関わってきた組織である。同協会は中央政府だけで

なく各地の行政当局とも友好な協力関係を持つ。同協会の相談員養成は高度

な選抜研修を経ることで知られている。選考された候補者は， 2年間にEる

地域の短期コースに参加し，さらに 2年間に亘って最低2週間に 1度，実践

とケーススタディー学習に参加しなければならない。カウンセラーの仕事は

自由意志による勤務形態となっており，有資格者の通常の勤務は週に最低3

時間で，結婚相談や青少年活動を担当する。

学校に関わる仕事は，地域の結婚委員会事務所Marriagecouncil office 

と教育書記官Educationsecretaryの協力関係の下に行われている。協会が

学校へ訪問授業に行く場合には，次のようなやり方を学校側にも了解しても

らい協力を求めている。まずは，子どもにセックスについて一方的に話すよ

うな大人数を対象にした講演の形はとらない。できる限り 10人から最大15人
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くらいのグループで，話し合い形式の授業を何回か行う形にする。またもし

も可能であれば子どもの親との話し合いも何回か設定する。この種の方法は

他のユースグループでも採用されている。

ちなみに1968年を例にとると，同協会の活動として学校向け講座8318回，

若者向け講座1322回， PT A向け講座1848回が行われている。

また教員養成事業にも深く関わる傾向にあり，教員とのかかわりも強まっ

ている。同協会としてもこの教員研修には力を入れており，現職教員を対象

にした性教育研修も引き受けている。

(9）マリーストープス家族計画クリニック MarieStopes Family Planning 

Clinic 

マリーストープス家族計画クリニック MarieStopes Family Planning 

Clinicは青少年のためのカウンセリングを中心に活動している組織である。

1963年からは若者だけでなく，結婚していない人を対象にした産児制限相談

を新たに開始している。この領域の仕事は重要であるにもかかわらず受け皿

が不足していると考えたクリニックは，若い未婚者に限定した支援活動をし

ている組織に補助金を出し，センター的な役割が担えるように強化しようと

いうことを決定する。こうして最初のプルック助言センター Brook

Advisory Centreが1965年にロンドンで活動を開始することになる。それ以

来全国で同様のセンターが設置され，プルック助言センターも 9箇所を数え

た。プルックセンターの目的は，未婚の若者に産児制限相談を行うこと，心

身や産児制限など各種問題をかかえる人に専門的立場から相談にのること，

性に関する責任を人々にしっかり認識させること，望まない妊娠や中絶によ

ってもたらされる苦しみをやわらげることとされる。産児制限の方法を知る

ことをまずは目的にこれらセンターを訪れる若者も，実は感情面でカウンセ

ラーはじめスタッフのその他の専門的な援助を必要としていることが多いと

いう。
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。。 ユース相談センター Youthadvisory centres 

啓蒙派enlightenedgroupsの人々によってサザンプトン Southamptonや

マーシーサイド Merseysideなどにユース相談センター youthadvisory 

centreがつくられている。またロンドンのある一つの地区boroughにも新

たに若者を対象にしたセンターが開設された。この動きにはこの種の施設の

必要性が広く認識されるようになったことに加え， 1967年の家族計画法の制

定によって地方自治体が地域の家族計画施設に対する政策や財政措置の見直

しを迫られたことが追い風と働いた。センターの第一の目的は，形式ぼらな

いで具体的なアドバイスの提供を心掛けることで，結果としてカウンセリン

グを行うこともある。学校や大学，ソーシャルワーカーやボランティア団体

などを通じてこのセンターの事を知り訪れる若者も多い。また，地区内の学

校へ出向いて性教育を行ったり，一般市民を対象にした情報提供活動も行っ

ている。将来的には青少年問題の予防解決に当たるための，センターを中心

とした広範なネットワークの形成が計画されている。

。I) その他

大学でも学生向けのカウンセリングの必要を認識するところが増加し，学

内組織を設けるところも増えている。なかには学生組織がカウンセリング業

務を提供している場合もある。大学以外の学校でもカウンセリングの必要性

は認識されてきている。カウンセリングを通じて性や感情，性格にに関する

問題が出てくることは多いという。

III 終わりに

以上， 1970年代以前に性教育に関与していた諸組織の考え方，活動を見て

きた。性教育の実施にあたっては組織づくり，人材育成，教育内容の整備が

三本柱となっている。
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第一の組織づくりは，性教育を担う個別組織の整備とそれらを連関させる

ネットワークの整備あるいはそれらを統括する親組織の整備の二つから成る。

まだ学校が性教育の中心に佐置しない段階であり，担当の行政機関も必ずし

も教育行政部門ではなく，むしろ健康医療行政部門が主要な役割を果たして

いる。また個別組織についても学校以外の組織の果たす役割は大きし宗教

界，医学界始め女性支援の民間団体など多様な組織が性教育の領域で活動し

ている。これらの民間組織の働きが政府にとっても重要視されていたことは，

その育成のための公的資金援助が提案されていることからも分る（結婚と離

婚に関する王立調査委員会， TheLatey Report）。性教育は基本的に親の仕

事であるという認識は強弱はあるもののあまねく見られるが，同時に，親に

のみ性教育を期待するのでは十分ではないとして，学校教育がそれを補完す

ることの必要も否定されない。学校に性教育の一端を期待する意向は宗教界

に齢いても同様にみられている。

個々の組織の整備に加え，特に行政的な関心からはそれらを統合する制度

づくり，ネットワークづくりが課題となっている。各地域の実践を見ても，

それぞれ腐心する様子が伺える。管轄地域の活動を統合するために独自のセ

ンター的な組織を設置したり，独自の専任スタッフを配する方法も各地で試

みられている。どの組織がどういう役割を担当するかその役割の配分と，情

報収集とそれらを提供するシステムを整えることもポイントである。最低限

人材を確保する方法の提示と，教育内容の指針の提供はこの全体システム作

りにおいては省くことのできないものである。

全体システムの中で地域のセンター的施設が何を担うかも様々で，人材育

成に重点を置くところ（グロスタシャー）や，カリキュラムづくりやプログ

ラム提供など教育内容の充実に重点を置くところ（ロンドンクロイドン地区，

ニューカッソルオンタイン市）などある。また，いくつもの学校で性教育の

試みがなされていても，それらが孤立した実践で終わらないようにと，担当

教員を集めたグロスタシャーの年次大会の開催などは，行政の間接的な支援
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方法として興味深い。

学校内の組織づくりも課題である。親との関係をどのような形にするか，

誰が授業を担当するか，授業はどのような形態にするか，通常の時間割りに

組むか，特別行事として組むか，通常の時間割りに入れる場合にはそのどこ

に配置するか，教材はどのように手配するか，自作するのか，ネットワーク

を活用するのか，また外部機関からの訪問授業との連繋をどのように計るか

など多義に亘る。そのための予算確保も現実的な問題であり，ウィルツシャ

ーの報告が，他の組織や関係者の協力をできるだけ無償で確保するために校

長の経営的な役割が重要であるとしていたことが想起される。

第二に，組織づくりとならんで重要なのが人材育成である。性教育を担当

する力量を持った人材を適切に配置できなければ，制度を有効に機能させる

ことはできない。通常の教員養成制度の中で性教育を実施できる力量育成を

考慮せよという提言は最低限共有されうる観点である。更にこの領域独自の

資格の創設が必要であるという提案もなされていた（TheCohen Report）。

地方自治体のプログラムの中には，学校教育に関わる教員スタッフだけでな

く地域の活動を担うスタッフの手厚い養成プログラムに取り組んでいるとこ

ろもみられる（グロスタシャー）。

現職教員の研修も同様に不可欠で，いわゆる教員養成大学にその業務を期

待することは容易に発想しうるが，その他，専門的な活動を展開している民

間組織もプログラム提供に大きな役割を果たしている（全国結婚ガイダンス

協会，出産全国連合会）。むしろ学校教育に先行して活動しているそれらの

民間組織のパックアップによって学校教育の性教育が形を整えていくと見て

もよい。これらの組織は，自らのスタッフを養成する充実したプログラムも

持っている（全国結婚ガイダンス協会）。

人材という点では学校のスタッフの中で誰が授業を担当するかというのも

一貫して課題となる点で，特定のスタッフが担当するのがよいのか，あるい

はどの教師も担当するのがよいか，これはどちらの方法もあり得る。特定の
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スタッフが担当する場合には学校看護婦が担当したり，特別に研修を受けた

教員が担当したり，特定の教科の教員が担当したり，これも一様ではない。

ただ教科としては，国際家族計画連盟がおこなった EnglandとWalesの全

教育長宛のアンケート調査（IIー2）が学校の性教育は道徳教育の中で行う

ように行政指導する傾向があるという特徴を引き出したのは注目すべき点で

ある。性教育が義務化された1994年の時点ではサイエンスが近接教科として

重要な位置に置かれていたのに対し，この時期には各地の教育行政では道徳

教育が性教育に近く発想されているということである。担当者を特定しない

方法を採る場合には，中には担当できない人もあり得ることや，教師の側の，

担当したくないという意志も無視しではならないという点もしばしば言及さ

れるところである（ThePlowdon Report，ノてーミンガム市）。

第三の内容面に関しては，この時期は二つのポイントで押さえることがで

きる。一つは，全体的なトーンに関して，もう一つは新しく見え始めるトー

ンである。

この時期の性教育がベースに持つ基本的なトーンは，子どもたちに大人に

なるための準備教育として必要な知識を与え，自分自身の生き方を考えても

らおうというものである。これは従来からの結婚制度，家族制度を基本的に

は維持することを想定している。しかしそこにあっeても多少の新しさが強調

されているのが確認される。それは，性教育を旧態とした道徳教育，心構え

教育にするのではなく，「新しい」時代に相応しくもっぱら科学的な知識を

提供する手法で基本的な事柄を理解させるのが良いというものである。道徳

教育を司る宗教界も概して柔軟な対応を示している。先にも見たように各地

の学校で道徳教育が性教育の配置先とされているこの時期にあっては，性に

関する科学的知識を伝えようという提案は革新的な意味を持つものであった

といえる。子どもに伝えるべき知識としては，最大公約数的には受精，妊娠，

出産などに関する身体的生理学的な知識，家族生活に関するもの，親の責任，

子育てに関する事柄などである。
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このベースに加えて新しく見え始めるトーンは，時代の変化を現実的に認

識しようというもので，もちろん時代が変化しているということは広く認識

されていることではあるのだが，その流れに抗して伝統をそのまま維持する

方向に支点を置くのではなしその流れに沿って変化に対応する方向に支点

を置こうというものである。両者の違いは端的には，結婚したカップJレの出

産計画を意味する家族計画としてではない形の避妊指導を性教育の中に導入

するか，という問題をめぐる立場の違いだといってもよい。夫婦間の避妊を

めぐっても賛否ある時期に，若者に避妊指導をすることはまずはマジョリテ

ィのコンセンサスが得られる提案ではない。しかしながら王立医科大学のシ

ンポジウムで講演者が指摘したように，「婚前の性行為の増加と婚外の妊娠

の増加」は現に始まっていることであり，低年齢化し活発になる青少年の性

行動を想定した避妊指導は是非の問題ではなくなってくるのである。この新

しい主張は，行政の対応にあっても民間組織の対応にあっても同様にみられ

るようになる（ニューカッソルオンタイン市，マリーストープス家族計画ク

リニツク）。少数派ではあるが，そのような現実的な認識が見え始めている

ことも二つ目の特徴として押さえるべき点である。付言すれば， 1970年代以

降，性教育の制度化が本格化するのは，結婚のための準備教育という観点よ

りは，この若者の性行動に対応する緊急の必要性がより重要度を増して強調

されるからなのである。
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